
 

研究科・学部 教授会議事録 

〔令和４年６月１６日（木）14:46～15:50〕 

 
◇令和４年５月１９日（木）開催の研究科・学部教授会議事録（案）の確認の結果、承認された。 

 

【議 事】 

Ⅰ．報告事項 

１．委員会報告について 

研究科長、各議長並びに各委員長から、報告資料１に基づき、報告があった。 

＜研究科内委員会・会議＞ 

1-1．将来計画委員会 

1-3．研究推進会議   

1-4．学務会議(R4.6.10) 

1-5．予算・施設会議  

1-6．情報・広報会議  

1-7．臨床研究倫理審査委員会 

＜大学内委員会等＞ 

1-11．教育研究評議会(R4.6.15)  

1-12．部局長会議(R4.6.15) 

1-15．医歯薬生命系戦略会議(R4.6.15)                       

生命医科学の社会実装プログラム運営委員会(R4.6.15)  

 1-16. 部局の産学連携担当教職員と共創機構の懇談会(R4.5.30)  

 

２．生物系薬学分野教授の選考について 

  研究科長から、標記のことについて、報告があった。 

 

 ３．令和３年度（秋冬学期）授業アンケート結果について 

   学務会議議長から、報告資料３に基づき、報告があった。 

 

４．２０２２年度薬学共用試験実施日程及びＣＢＴ第１７期問題作成について 

   高分子化学分野教授から、報告資料４に基づき、報告があった。 

    

５．産学官連携推進活動経費におけるインセンティブ経費の取扱いについて 

 事務長から、報告資料５に基づき、報告があった。 

  

 ６．薬学研究科夏季一斉休業の実施期間について 

研究科長から、報告資料６に基づき、令和４年８月１２日（金）～１６日（火）に実施する 

ことの報告があった。 

   

７．分野別・月別電力使用量について 

研究科長から、報告資料７に基づき、報告があった。 

 



 

 ８．その他 

（１）英語論文投稿に係るサポートについて 

研究科長から、報告資料８に基づき、報告があった。 

 

 （２）令和４年度第１回国公立大学薬学部長会議（R4.6.3開催）について 

研究科長から、６月３日に開催された標記会議について、次のとおり報告があった。 

   ・先導的薬剤師プログラムの各大学への経費配分は再来年までで、それ以降は配分しない。 

・学生の就職活動について、企業に対して土日祝日を中心に活動できるよう配慮いただくこ

と等を、国公立大学薬学部長会議ならびに全国薬科大学長・薬学学部長会議から、日本製

薬工業会（製薬協）に要請する予定である。 

 

Ⅱ 協議事項 

１．生物系薬学分野の名称等について 

  研究科長から、標記分野の名称等について説明があり、協議の結果、承認された。 

・分野名；再生適応学分野（再生） 

Laboratory of Stem Cell Regeneration and Adaptation 

  

２．令和４年度大阪大学未来基金「学部学生による自主研究奨励事業」について 

  学務会議議長から、協議資料１に基づき説明があり、協議の結果、承認された。 

 

３．国費外国人留学生（学部留学生）等の受入れ・直接配置可能数及び学部入学選抜の取り扱い

について 

学務会議議長から、協議資料２に基づき説明があり、協議の結果、承認された。 

 

４．教員人事について 

（１）生体応答制御学分野（応答）の教員（准教授）選考委員会の設置について 

  研究科長及び生体応答制御学分野教授から、協議資料３に基づき、標記委員会の立ち上げ  

及び委員選出の説明があり、協議の結果、承認された。 

 

（２）教員人事（外部資金等継続雇用分）について 

  研究科長から、協議資料４に基づき説明があり、協議の結果、承認された。 

 

５．ビーレフェルト大学とのクロスアポイントメント協定の締結について 

薬品製造化学分野教授から、協議資料５－１及び５－２に基づき、クロスアポイントメント

協定書案及び特任教授（常勤）の雇用について説明があり、協議の結果、承認された。 

 

６．各種委員会委員の選出について 

  研究科長から、協議資料６に基づき説明があり、協議の結果、承認された。   

 

７．招へい教員等の受入れについて 

研究科長から、協議資料７－１及び７－２に基づき説明があり、協議の結果、承認された。 



 

 

８．マルホ大学院生等海外派遣募集要項の一部改正について 

情報・広報会議議長から、協議資料８に基づき説明があり、協議の結果、一部追加修正する

ことを含め承認された。 

 

９．テニスコートの修繕について 

   研究科長から、協議資料９に基づき、薬学テニスコートの現状の説明があり、協議のうえ、

安全管理上の問題があることから、当面の間、使用禁止にすることが決定された。なお、修

繕に係る費用は、未来基金による寄附を募る方向で進めていくこととした。 

 

 

   次回研究科・学部教授会  令和４年７月２１日（木）研究教育安全管理委員会終了後 

 

 

  


